
調査計画

1 調査の名称

鉄道車両等生産動態統計調査

2 調査の目的

本調査は 、 鉄道車両等生産動態統計（鉄道車両及び同部品製造業 、 鉄道信号保安装置

並びに索道搬器運行装置製造業の生産の動態を明らかにすることを目的とする基幹統計）

を作成することを目的とする。

3 調査対象の範囲

(1)地域的範囲

全国

(2)属性的範囲

別表に掲げる品目の製造等を行う事業所であって 、 日本標準産業分類に掲げる細分

類 「鉄道車両製造業」、 「鉄道車両用部分品製造業」、 「 交通信号保安装置製造業」、 「物

流運搬設備製造業」等に属する事業所。

ただし、 次に掲げる事業所を除く。

ア 自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所

イ 自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置又は索道搬

器運行装置の製造のみを行う事業所

ウ 日本標準産業分類に掲げる細分類 「鉄道車両製造業」に属し、鉄道車両生産（改

造・修理）のみを行う事業所及び 「鉄道車両用部分品製造業」 に属する事業所に

あっては常時使用する従業員が30 人未満の事業所 、 「 交通信号保安装置製造業」

に属する事業所にあっては常時使用する従業員が50人末満の事業所

4 報告を求める個人又は法人その他の団体

(1)数

【鉄道車両生産（新造）調査票（第1号様式）】約20

【鉄道車両生産（改造・修理）調査票（第1号様式の2)】 約30

【鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査票（第2号様式）】 約180

【索道搬器運行装置生産調査票（第3号様式）】 約10

(2)選定の方法（■全数 □無作為抽出 口有意抽出）

経済センサス·活動調査の調査票情報等により作成した事業所名簿

(3)報告義務者

3 - (2)にそれぞれ規定する事業所の管理責任者に調査票を配布し、管理責任者
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